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教育長 

 令和 6 年度第 7 回沖縄市教育委員会定例会をこれから開会い

たします。はじめに事務局より、本日の会議について説明をお

願いいたします。 

 

 教育総務課長より、出席者及び議事日程について説明。 

 

 

本日の会議録の署名については、仲本普委員を指名いたしま

す。 

それでは日程第１、「教育長の一般報告」について、お手元の

資料よりいくつか抜粋して報告いたします。 

 

 

報告資料「8月教育長参加行事一覧」のとおり報告。 

 

 

何か確認したい点がございましたら、ご質疑等よろしくお願

いいたします。 

 

  

 質疑なし。 

  

  

続いて、日程第 2、議案第 11 号「沖縄市立幼稚園管理規則の

一部を改正する規則について」事務局より説明をお願いいたし

ます。 

  

  

それでは議案第 11号「沖縄市立幼稚園管理規則の一部を改正

する規則について」説明いたします。 

 

  

保育・幼稚園課長より、別紙「沖縄市立幼稚園管理規則の一

部を改正する規則について」のとおり説明。 

  

以上でございます。 

 

 

 ただいまの議案につきまして、質疑等はありませんか。 
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 13ページの夏季休業日の園長が定める期間というのは、どの

ような解釈となりますか。 

  

  

 学校において園長が夏休みを早めに終えたいと判断した場合

は、園長判断で休業日の日程を変えることができます。そのた

め、夏季休業日に学校行事等で学校へ出てくるということも、

園長判断でできるということになります。 

 

 

 幼稚園の夏季休業期間が変わることで、小学校の休業日が変

わるということもございますか。 

 

 

 幼稚園は、今は 9 月からの開始となっておりますが、今後、

そのようなことも考えられますので、園長が定める期間として

規定しております。 

 

 

 小学校などは国語を何時間しなさい、算数を何時間しなさい

といった時数の基準が設けられていますが、幼稚園でもそうい

った時数や日数の基準はありますか。 

 

 

幼稚園教育要領とういのがございまして、こちらの方で特別

の事情がある場合を除き、39週を下ってはいけないと定められ

ております。 

 

 

 15ページの第 5条に特別支援学級についてありますが、市内

の幼稚園において、特別支援学級をおいている学校はあります

か。 

 

 

 第 5 条の「特別支援学級を置くことができる」という規定に

ついては、できる規定といいまして必ずしも特別支援学級を置

かなければならないというものではございませんので、発達支
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援の子どもたちは、一般の子どもたちと一緒に通常学級の方に

通っております。そのため、市内の幼稚園におきましては、特

別支援学級を設置している学校はございません。 

 

 

 2年保育の場合、5歳児のみが預かり保育ができるかと思いま

すが、預かり保育については別の料金が発生するのでしょうか。 

 

 

 それについては、保育園と一緒で 3 歳以上に関しましては、

保育料というのはございません。ただし、おやつ代に関しまし

ては徴収をしております。 

 

 

他に質疑等はありませんか。 

 

 

質疑なし。 

 

 

それでは、議案第 11号「沖縄市立幼稚園管理規則の一部を改

正する規則について」は、原案のとおり決定としてよろしいで

しょうか。 

 

  

異議なし。 

 

 

異議なしとのお声をいただきましたので、議案第 11号につい

て、原案のとおり決定いたします。 

 

 

続いて、日程第 3、報告事項「部活動中に発生した物損事故

について」事務局より説明をお願いいたします。 

  

  

それでは報告事項「部活動中に発生した物損事故について」

説明いたします。 
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指導課長より、別紙「部活動中に発生した物損事故について」

のとおり説明。 

  

以上でございます。 

 

 

 ただいまの報告につきまして、質疑等はありませんか。 

 

  

 質疑なし。 

  

  

続いて、日程第 4、報告事項「その他」です。休憩します。 

 

 

再開いたします。これにて令和 6 年度第 7 回沖縄市教育委員

会定例会の全日程を終了いたします。大変お疲れ様でした。 

 

 

 


